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●本手引きのポイント 

1）住民接種を集団的接種で行うための方法として、地域集団接種及び施設集団接種につ

いて示した。（P.3-4) 

2）市町村が接種を実施すべき対象者について、政府行動計画、ガイドライン、有識者会

議等の議論を踏まえ、望ましいと考えられる者を示した。（P.7-10） 

�  市町村が接種を実施すべき対象者としては、当該市町村の居住者（住民基本台帳

に登録のある者）に加え、①長期入院・入所者、②里帰り分娩の妊産婦（及び同

伴の小児）、③その他市町村が認めるもの、であると考えられる。 

�  これらの対象者については、国による統一的な取決めとして、当該市町村が接種

を実施するともに、接種費用の市町村負担分についても支弁するべきである。 

�  一方で、健康被害救済の給付については、予防接種法第 15 条の規定に基づき、

被接種者が住民基本台帳へ登録されている市町村で行うこととする。 

3）さらに、対象者の集団ごとに、一般的に適切と考えられる接種方法を示した。（P.11) 

4）集団的接種を保健所、保健センター、学校、体育館、公民館、集会所等で行う際に必

要な手続きについてまとめた。（P.22-24） 

5）接種会場での具体的な運営方法について例示した。（P.26-28） 

�  予診等を担当する医師１名、接種を担当する看護師１名、薬液充填及び接種補助

を担当する看護師（又は薬剤師）１名を、基本的な接種実施チームとして示した。 

�  １チームあたりの接種に要する時間や人数を例示した。さらに接種会場での事務

職員の配置や被接種者の動線についても例示した。 
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1． 背景と目的 

○ 住民接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」と

いう。）第 46 条に基づく住民に対する予防接種又は予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）第６条

第３項に基づく新臨時接種をいう。 

○ 住民接種の実施主体は、市町村1とされており、市町村において速やかに住民接種（集団的予防接種）

の体制を構築し実施できるよう、有識者や自治体担当者等による検討を行い、住民接種（集団的予

防接種）のための手引きを作成することとした。 

○ 今後、厚生労働省が実施要領等を発出する際には、本手引きを十分踏まえることを期待する。 

 

 

（本手引きの構成について）（本手引きの構成について）（本手引きの構成について）（本手引きの構成について）    

○ 本手引きは、本編と参考資料で構成されている。 

○ 本手引きは、新型インフルエンザ等対策政府行動計画（平成 25 年６月７日閣議決定。以下「政府

行動計画」という。）及び新型インフルエンザ等対策ガイドライン（平成 25 年６月 26 日新型イン

フルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議。以下「ガイドライン」という。）

に基づいているため、各項の冒頭には「政府行動計画・ガイドライン記載事項」として、該当する

内容について抜粋した。 

○ それらを踏まえた検討に基づき、「基本的考え方」として方向性や、解釈・解説を示した。 

○ 「取り組みの具体例」には、検討の場で提案された具体的な方策や過去の対応例を示した。 

○ 各項の最後には、参照条文等として、根拠となる法令等について抜粋を掲載した。 

                                                  
1 「市町村には特別区を含むものとする」（ガイドライン P.129） 
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2． 本編 

2.1 全般的事項 

2.1.1 基本方針 

○ 政府行動計画では、特定接種と住民接種という二つの予防接種が新型インフルエンザ等対策として

規定されている。特定接種とは、特措法第 28 条に基づき、医療の提供の業務、又は、国民生活及

び国民経済の安定に寄与する業務を行う登録事業者、並びに、新型インフルエンザ等対策を実施す

る公務員を対象として行うものであり、基本的には住民接種よりも先に開始されるものである。な

お、特定接種が全て終わらなければ住民接種が開始できないというものではない。 

○ 住民接種とは、特措法第 46 条に基づく住民に対する予防接種又は予防接種法第６条第３項に基づ

く新臨時接種をいい、実施主体は市町村である。 

○ 住民接種は、政府対策本部が基本的対処方針等諮問委員会の意見を聞き、その実施を決定し、基本

的対処方針において接種対象者や順位・期間等が示される。 

○ 住民接種には「臨時接種」と「新臨時接種」の場合がある。緊急事態宣言が行われている場合につ

いては、特措法第 46 条に基づき、予防接種法第６条第１項に規定される「臨時接種」を行う。一

方、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第６条第３項に規定される「新臨

時接種」を行う。（政府行動計画 P.20） 

図表 1 住民接種概要 

 

 



 

3 

○ 多くの場合、10ml等のマルチバイアルによりワクチンを供給する想定であるため、原則として、住

民接種は、集団的接種により行うこととされており、原則として 100人以上を単位とした集団接種

の体制を構築することとされている。（ガイドライン P.101） 

○ 市町村は、国から示された各種通知、ガイドライン、本手引き等を踏まえつつ、緊急かつ可能な限

り多くの住民に接種が円滑に行えるよう接種体制の構築を図ることが必要である。（ガイドライン

P.101） 

○ そのため、既存の集団を活用して集団接種体制を構築し、効率的に全住民への接種を進める等の

工夫が重要である。 

○ 本手引きでは、集団的接種をさらに以下のような２種類の接種方法に分けている。 

� 地域集団接種：接種会場（保健センターや公民館、医療機関等）に接種対象者を参集させて、

予防接種を実施するもの。 

� 施設集団接種：学校、医療機関、社会福祉施設等において、学生、入院患者、入所者等、既

に形成されている集団を活用して、予防接種を実施するもの。 

※施設に医師を含む医療職が配置されている場合は、施設職員を中心とした接種体制を構築すること

が考えられる。そうでない場合は、市町村が派遣する接種チームが施設で集団接種を実施する。 

○ なお、上記以外に、例外的な対応として、在宅医療を受療中の患者等の地域集団接種では対応困

難な者に、医療従事者がその地域に住む対象者を戸別訪問して実施する場合も考えられる（地域訪

問接種）。 

 

図表 2 地域集団接種と施設集団接種 

区分 概要 接種場所（例） 

地域集団接種 接種会場に接種対象者を参集させて実

施するもの 

公民館、体育館、集会所、市民会館等 

施設集団接種 学校、医療機関、社会福祉施設等にお

いて、学生、入院患者、入所者等の既

に形成されている集団を活用して実施

するもの 

医師を含む接種体制が構築できる施設：医療

機関 

 

医師を含む接種体制が構築できない施設： 

（入所） 

特別養護老人ホーム、グループホーム、有

料老人ホーム、障害者支援施設等 

 

（通所） 

小中学校、保育所、通所介護事業所、障害

者通所施設等 
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○ なお、本手引きは、主に「臨時接種」の場合をイメージして作成している。ただし、「新臨時接種」

の場合であっても、同様の方法で実施できることが多いと考えられ、適宜参考にしながら、住民接

種のための体制整備や実施に活用していただきたい。 
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2.1.2 参照条文等 

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）（抄） 

（住民に対する予防接種） 

第四十六条  政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等が国

民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのない

ようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号

に掲げる重要事項として、予防接種法第六条第一項 の規定による予防接種の対象者及び期間を定め

るものとする。 

２  前項の規定により予防接種法第六条第一項 の規定による予防接種の対象者を定めるに当たって

は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす

長期的な影響を考慮するものとする。 

３  第一項の規定により基本的対処方針において予防接種法第六条第一項 の規定による予防接種の

対象者及び期間が定められた場合における同法 の規定の適用については、同項 中「都道府県知事」

とあるのは「市町村長」と、「行い、又は市町村長に行うよう指示する」とあるのは「行う」と、同

条第二項 中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事を通じ市町村長」と、同法第二十五条第一

項 中「市町村（第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村）」とあるのは

「市町村」とする。 

４  前項に規定する場合においては、予防接種法第二十六条 及び第二十七条 の規定は、適用しない。 

５  市町村長は、第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第六条第一項 の規定による予防

接種の円滑な実施のため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び都道府県知事に対して、

物資の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた指定行

政機関の長及び都道府県知事は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。 

６  第三十一条第二項から第五項までの規定は、第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法

第六条第一項 の規定による予防接種について準用する。この場合において、第三十一条第二項から

第四項までの規定中「厚生労働大臣及び都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」と読み替える

ものとする。 

(2) 予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）（抄） 

（臨時に行う予防接種） 

第六条 都道府県知事は、Ａ類疾病及びＢ類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急

の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、

又は市町村長に行うよう指示することができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定

めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。 

３ 厚生労働大臣は、Ｂ類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣

が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を

指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行

うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に

当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。 
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2.1.3 住民接種の主な流れ 

○ 住民接種の事前準備及び実施に係る主な流れは、以下のとおりである。 

○ 以下、本手引きではこの流れに沿って、政府行動計画・ガイドライン記載事項、基本的考え方、取

組みの具体例等を示す。 

 

図表 3 住民接種の主な流れ 

 
 

【実施期】【実施期】【実施期】【実施期】     

 【準備期】【準備期】【準備期】【準備期】    

市町村市町村市町村市町村    都道府県都道府県都道府県都道府県    

接種体制の検討 

 

対象者の把握・分類 

対象者数の把握 

接種の実施 

従事者確保等 

の調整 
接種方法 

地域集団接種

対象者 

施設集団接種

対象者 

地域訪問 

接種対象者 

接種場所 実施者 

調整 

ワクチン供給 

ワクチン配分の計画 

ワクチン配分 

接種実施体制準備 

接種対象者への周知 関係機関への

周知・調整 

接種の記録・管理 報告 

医師会・医療機関等医師会・医療機関等医師会・医療機関等医師会・医療機関等    

体制の構築支援 

報告 



 

7 

2.2 準備期 

2.2.1 対象者 

(1) 政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 市町村は、国及び都道府県の協力を得ながら、当該市町村の区域内に居住する者に対し、速やかに

ワクチンを接種する体制を構築する。（政府行動計画 P.33-34） 

○ 住民接種は、全国民を対象とし（在留外国人を含む）、実施主体である各市町村が接種を実施する。

対象者は、当該市町村の区域内に居住する者を原則とする。（ガイドライン P.103） 

○ 当該市町村に所在する医療機関に勤務する医療従事者及び入院中の患者に対しても、接種を実施す

る場合が考えられる。（ガイドライン P.103） 

○ 接種した場所が居住地以外でも健康被害救済の実施主体は、予防接種法第 15 条第 1 項に基づき、

健康被害を受けた者が接種時に居住する市町村とする。（ガイドライン P.108） 

(2) 基本的考え方 

○ 住民接種の対象者については、当該市町村の区域内に居住する者、即ち、住民基本台帳に登録され

ている者を基本とする。 

○ 現在、予防接種法に基づく定期接種の実施においては、当該被接種者が住民基本台帳に登録されて

いる市町村から、接種を実施する市町村へ、接種の実施依頼の事務手続きを事前に個別に行ってい

るケースが多いことが指摘された。しかし、新型インフルエンザ等発生時に、特に、緊急事態宣言

が出された場合などは、事前に個別に接種の実施依頼の事務手続きを行うことは現実的でない。そ

のため、自治体からは、事前の接種の実施依頼の事務手続きなしで接種できるよう、国による統一

的な取決めを示して欲しいとの要望があった。 

○ この点に関しては、新型インフルエンザ等対策有識者会議においても同様に議論された経緯があり、

政府行動計画においても、「市町村は、円滑な接種の実施のために、あらかじめ市町村間で広域的

な協定を締結するなど、居住する市町村以外の市町村における可能にするよう努める必要がある。

そのため、国及び都道府県は、技術的な支援を行う」(P.34)こととされており、国から接種対象者

に関する統一的な取決めを定める支援が求められている。 

○ 以上を踏まえ、接種対象者は住民基本台帳に登録のある住民を基本とし、それに加えて、住民基本

台帳に登録がない場合でも、当該市町村において接種することが社会的・公衆衛生学的に合理的で

あると考えられる者として、以下に該当する者を接種対象者と取り扱うことを国による統一的な取

決めとすることが適切であると考えられる。 

○ 当該市町村に所在する病院や社会福祉施設等の長期入院患者･入所者については、ガイドラインで

も触れているように、当該市町村の住民基本台帳への登録がなくても、当該市町村が接種すること
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が、社会的・公衆衛生学的に合理的であるとされている。長期の入院患者や入所者については、当

該市町村から長期間、移動することが想定されないため、地域における感染予防対策の観点から対

象とすることが必要と考える。また、定期接種において、他市町村への接種の実施依頼の事務手続

きを最も多く行っている対象者は長期入院患者や入所者であり、都道府県内の広域的な協定により、

その事務手続きを当該都道府県内の自治体相互で省略化している自治体も多い。住民接種について

は、その緊急性を考慮し、当該対象者については、医療機関や施設の所在地市町村が接種対象者と

して取り扱うことを、都道府県内協定にとどまらず、全国の自治体に統一的に取り組むよう、国は

実施要領等で示すべきである。 

○ 上記対象者と同様の理由により、里帰り分娩等で住民基本台帳に登録がない市町村において接種を

希望する妊産婦及び同伴の小児については、定期接種では、住民基本台帳に登録がある市町村長か

ら、里帰り先の市町村長へ接種の実施依頼の事務手続きを多く行っているところである。しかし、

住民接種においては、里帰り先の市町村における接種対象者として取り扱うことを全国の自治体に

統一的に取り組むよう、国は実施要領等で示すべきである。 

○ また、定期接種においては、「戸籍又は住民票に記載のない児童においても親権を行う者及び予防

接種実施主体である当該市町村に居住していることが明らかな場合であれば、当該者の同意を得た

上で、定期接種とすることは差し支えない」（「予防接種実施者のための予防接種必携 平成 25 年

度(2013)」、公益財団法人予防接種リサーチセンター P.36））とされており、個別の事情のある者

について、市町村が個別に認め、接種対象とできるようにする必要がある。 

○ 上記を踏まえると、住民基本台帳に登録がある住民に加え、以下に掲げる者についても住民接種の

接種対象者とすべきである。 

① 長期入院･入所者 

② 里帰り分娩の妊産婦、及び、同伴の小児 

③ その他市町村が認めるもの 

○ 接種費用の市町村負担分については、特措法及び予防接種法の規定に基づき、住民基本台帳に登録

がある住民に加え、上記①～③の対象者についても、接種を実施した市町村が支弁するべきである。 

○ 健康被害救済については、予防接種法第 15 条の規定に基づき、住民基本台帳への登録がある市町

村が給付を行うことが適切である。これは、住民接種のような場合、広域的な接種体制の確保の観

点から予防接種実施市町村と健康被害救済給付の支給市町村が異なることも想定されており、健康

被害救済については、被接種者の住民基本台帳への登録のある市町村に一元化することが給付の円

滑な施行、国民の負担の軽減の観点から妥当であると考えるためである。 

○ 事前準備の段階（政府行動計画の「未発生期」に該当する段階）では、市町村は対象者の範囲及び

概算の人数等について、可能な限り具体的に把握する必要がある。（参考資料参照） 

○ ただし、接種対象者や接種順位等の詳細については、発生した新型インフルエンザ等の病原性等の

情報を踏まえて、政府対策本部が決定し、基本的対処方針において示すこととされている。これら

を踏まえて、市町村は、住民接種の実施の決定後速やかに具体的な接種の実施計画を立てる必要が

ある。 
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(3) 取り組みの具体例 

○ 「その他市町村が認める者」に関しては、例えばドメスティック・バイオレンス（DV）被害者等に

ついては、個別の事情に応じて都度検討し、市町村の判断で対象者に含める。 

○ また、単身赴任者や大学生等で住民票を異動せず、居住しているが住民基本台帳に登録がない市町

村で接種を希望する者については、ワクチンの供給状況や接種の進捗状況、接種を行う医療従事者

の確保状況、居住の状況、公衆衛生的観点から、当該市町村の判断で対象とする場合もあり得る。

その場合、接種にかかる費用は接種する市町村が支弁する。 

○ 東日本大震災による原発避難者については、避難先市町村で接種が受けられるよう、国は、具体的

な対応について検討する必要がある。 

(4) 参照条文等 

1）予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）（抄） 

（健康被害の救済措置） 

第十五条  市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病に

かかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防

接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定める

ところにより、給付を行う。 

 

 



 

10 

図表 4 住民接種の実施手順イメージ 
 

 

 
 

 ※１ 予診・接種は、原則、地域集団接種（接種会場に接種対象者を参集させて実施）、施設集団接種（学校、医療機関、社会福祉   

施設等において、学生、入院患者、入所者等の既に形成されている集団を活用して実施）のいずれかで実施する。 

※２ 健康被害救済は、接種した市町村に関わらず、住民基本台帳の登録がある市町村において対応する。 



 

11 

2.2.2 対象者の特性に応じた留意事項 

○ 住民接種の接種順位については、①医学的ハイリスク者（基礎疾患を有する者・妊婦）、②小児、

③成人・若年者、④高齢者の４群に分類し、発生した新型インフルエンザ等の病原性等の情報を踏

まえて決定される。（政府行動計画 P.20） 

○ 接種対象者は、以下の表のようにさらに細分化して考えることができる。また接種対象者ごとに適

した接種方法は、原則として以下の方法だと考える。 

 

図表 5 接種対象者別の接種方法に関する基本的考え方 

接種対象者 接種方法 

基礎疾患を有する者※ 原則、地域集団接種 

妊婦※ 原則、地域集団接種 

未就学児 原則、地域集団接種 

幼稚園や保育所については、施設集団接種とすることも可

能 

小中学生 原則、施設集団接種 

高校生 原則、地域集団接種 

専門学校生・大学生 原則、地域集団接種 

高齢者 原則、地域集団接種 

高齢者介護施設の入所者は、施設集団接種（短期の入所の

場合は退所後に地域集団接種もしくは地域訪問接種） 

障害者 在宅生活者は、地域集団接種（移動が困難な場合、地域訪

問接種） 

障害者施設入所者は、施設集団接種（短期の入所の場合は、

退所後に地域集団接種もしくは地域訪問接種） 

在宅医療を受療中の患者 移動が困難な場合、地域訪問接種 

移動可能な場合、地域集団接種 

入院患者及び入所者 
長期の入院・入所の場合、施設集団接種 

短期の入院・入所の場合、退院・退所後に地域集団接種 

通所サービス利用者等 

原則、地域集団接種 

移動が困難な者等が多い通所施設については、施設集団接

種とすることも可能。 

※基礎疾患を有する者や妊婦は、市町村の判断により通院中の医療機関で接種することもできる。 



 

12 

（1）基礎疾患を有する者 

1）政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 基礎疾患を有する者とは、基礎疾患により入院中又は通院中の者を言い、平成 21 年（2009 年）の

パンデミック時に取りまとめられた「新型インフルエンザワクチンの優先接種の対象とする基礎疾

患の基準 手引き」を参考に2、発生した新型インフルエンザ等による病状等を踏まえ、発生時に基

準が示される。（政府行動計画 P.20） 

○ 基礎疾患を有し医療機関に通院中の医学的ハイリスク者に関しては、通院中の医療機関から発行さ

れた「優先接種対象者証明書」を持参した上で、地域集団接種により接種することを原則とするが、

実施主体である市町村の判断により、通院中の医療機関において接種することも考えられる。（ガ

イドライン P.104） 

○ 医療機関に入院中の患者、在宅医療を受療中の患者については、当該者の療養を担当する医療機関

等において接種を行う。ただし、在宅医療を受療中の患者であって、当該医療機関における接種が

困難な場合、訪問による接種も考えられる。（ガイドライン P.104） 

2）基本的考え方 

○ 基礎疾患を有する者への接種については、地域集団接種を原則とする。 

○ 新型インフルエンザが発生し、住民接種の実施が決定された場合には、住民接種が実施されるまで

の数か月の間に、政府行動計画に記載のとおり、通院中の医療機関で「優先接種対象者証明書」を

受け取り、住民接種が実施される際に地域集団接種の会場に持参する。 

○ 医療機関の外来患者で、基礎疾患を有する者については、実施主体である市町村の判断により通院

中の医療機関での接種も考えられるが、その場合も、供給バイアルサイズは 10ml 等のマルチバイ

アルが主であるため、原則として集団的接種の体制を構築する必要がある。 

○ 一般に市町村が接種対象者である「基礎疾患を有する者に該当する者」を把握するのは困難である。

そのため、市町村が対象者に個別に通知することも困難である。市町村は、住民接種の実施決定後

に、本人や入院･入所施設から該当者数を報告してもらうことで、対象者を概ね把握することとな

る。対象者への周知の方法については、全国的にインターネットやマスメディアを活用するととも

に、医師会や病院団体等を通じた周知や、市町村で電話相談窓口を設置する方法も考えられる。 

                                                  
2 「優先接種対象とする基礎疾患のうち、特に優先する最優先対象者の基準  １． 慢性呼吸器疾患、２． 慢

性心疾患、３． 慢性腎疾患、４． 慢性肝疾患、５． 神経疾患・神経筋疾患、６． 血液疾患、７． 糖尿病、

８． 疾患や治療に伴う免疫抑制状態（８－１ 悪性腫瘍、８－２ 関節リウマチ・膠原病、８－３ 内分泌疾

患（肥満を含む。）、８－４ 消化器疾患、８－５ HIV 感染症・その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態）、９． 

小児科領域の慢性疾患」（出典：「新型インフルエンザワクチンの優先接種の対象とする基礎疾患の基準 手引

き」） 
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3）取り組みの具体例 

○ 基礎疾患を有する者への広報については、①地域の広報に加え、医療機関に接種順位を明記したポ

スター・チラシを配布する、②医療機関に接種会場の一覧表を配布し、かかりつけ医から基礎疾患

に該当する患者に周知してもらうといった方法も考えられる。 

○ 平成 21 年（2009 年）の新型インフルエンザワクチンの接種については、国から医師会及び病院団

体等への協力要請の通知が発出され、患者である基礎疾患を有する者に対して「優先接種対象者証

明書」が無料で発行された。 

(2) 妊婦 

1）基本的考え方 

○ 妊婦への接種については、地域集団接種を原則とする。 

○ 市町村によっては、産科診療所等における施設集団接種の対象とすることも考えられる。 

○ 妊婦については、保存剤（チメロサール等）3を含まないワクチンを接種することを希望する場合が

あるため、対象者を把握した後に、当該ワクチンが供給されるよう、都道府県と十分に協議する必

要がある。 

○ 対象者の把握については、市町村で発行している母子手帳数が対象者概数と考えられる。実際には、

市町村は、住民接種の実施決定後に、本人や医療機関等から連絡してもらうことで、対象者数を概

ね把握することができる。 

○ 住民基本台帳に登録がない市町村で接種を希望する里帰り分娩中の妊婦は、国による統一的な取決

めとして、里帰り分娩で滞在中の市町村において接種することができることとするべきである。こ

の場合、妊婦や出産後の母親に同伴する小児についても同様の取り扱いとするべきである。ただし、

それらの妊婦を市町村ではあらかじめ把握していないため、本人が当該市町村へ申告する必要があ

る。 

(3) 未就学児4 

1）基本的考え方 

○ 未就学児（１歳未満児を除く。）については、地域集団接種が基本である。しかしながら、できる

だけ早く効率的に接種を進める観点から、保育所等の集団を活用した施設集団接種とすることも可

能である。その場合は、施設管理者や園医・嘱託医等と十分に協議する。 

                                                  
3 平成 21 年（2009 年）の新型インフルエンザ発生時には、妊婦が保存剤を含まないワクチンを選択できるよ

う配慮した。 
4 児童福祉施設等の入所児童については、2.2.2(10) 施設入所者の項も参照。 
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○ また、接種に際しては、保護者の同伴が原則として必要と考える。 

2）取組みの具体例 

○ 保育所等においては、送迎の時間帯に接種を実施することで、 保護者が同伴している状態で、施

設集団接種が実施できる。 

○ 被接種者である未就学児だけでなく、同伴した保護者に接種してよいかという議論があるが、接種

順位に関しては政府対策本部において決定されるため、同伴した保護者が接種の対象でない場合に

は同時に接種することは認められない。しかし、ワクチンが豊富に供給されている状況で、未就学

児と保護者の両方が接種対象である場合には、同時に接種することを考慮することは可能である。 

(4) 小中学生 

1）政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 市町村は、速やかに接種することができるよう、医師会、学校関係者等と協力し、接種の具体的な

実施方法について準備を進めるよう努める必要がある。（政府行動計画 P.34） 

○ 市町村は、接種の実施に当たり、国及び都道府県と連携して、保健所・保健センター・学校など公

的な施設を活用するなどにより接種会場を確保する。（政府行動計画 P.55） 

2）基本的考え方 

○ 小中学生を対象とした施設集団接種を実施することは、小児の接種を進める観点からは効率的な方

法であると考える。 

○ 保護者の事前の同意があることを前提に、小中学生を当該施設における施設集団接種の対象とする

ことができる。保護者の同伴は原則不要であると考えられる。ただし、保護者の希望がある場合は

接種時の同伴を受け入れるなど柔軟な対応を行うことが望ましい。 

○ 小中学校における施設集団接種を行わない市町村では、小中学生についても地域集団接種を行うこ

とになる。 

○ 小中学校において、施設集団接種を実施するかどうかについては、事前に学校及び教育委員会など

と関係者で十分に協議して進める必要がある。 

(5) 高校生 

1）基本的考え方 

○ 高校生は、住民基本台帳に登録されている市町村以外の市町村に所在する学校に通っている場合も

多いことを考えると、原則として施設集団接種ではなく、地域集団接種の対象とすることが望まし

いと考える。 
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○ 生徒の多くが当該高校の所在市町村に居住している場合などには、市町村が当該学校及び教育委員

会等と協議し、高等学校における施設集団接種とする場合もある。 

(6) 専門学校生・大学生等 

1）基本的考え方 

○ 専門学校生や大学生については、住民基本台帳に登録されている市町村以外の市町村に所在する学

校に通っている場合も多いことを考えると、原則として施設集団接種ではなく、地域集団接種の対

象とすることが望ましいと考える。 

○ 学生の多くが当該学校の所在市町村に居住している場合などには、市町村は当該学校及び教育委員

会等と協議し、当該学校における施設集団接種とすることも検討すべきである。 

(7) 高齢者 

1）政府行動計画・ガイドライン記載事項  

○ 高齢者：ウイルスに感染することによって重症化するリスクが高いと考えられる群（65才以上の者）

（ガイドライン P.95-96） 

2）基本的考え方 

○ 「基礎疾患のある者」に該当する高齢者は、通院する医療機関が発行した「優先接種対象者証明書」

を持参し地域集団接種により接種する。「基礎疾患のある者」に該当しない高齢者は、原則として

地域集団接種の対象とする。（2.2.2.（1） 基礎疾患を有する者を参照。） 

○ 高齢者通所介護サービスを行う施設等で、移動が困難な者が多い場合は、市町村によっては、施設

集団接種とする場合もある。 

○ 在宅医療を受療中の高齢者については、移動が困難な場合は、地域訪問接種を実施する。移動が可

能な場合は、地域集団接種を実施する。 

○ 高齢者介護施設の入所者については、施設集団接種を実施する。短期入所の場合は、施設を退院・

退所後に、接種会場へ出向くことが可能であれば、地域集団接種、出向くことが困難な場合は、地

域訪問接種とする。（2.2.2.(10) 施設入所者を参照。） 

○ 高齢者や障害者等で本人の同意取得が困難な場合は、保護者の同意を文書で示すこと（2.3.3.本人

の同意）を参照。 
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(8) 障害者 

1）基本的考え方 

○ 障害者施設の入所者については、施設集団接種を実施する。短期入所（概ね入所期間が 90 日未満

の者）の場合は、施設を退院・退所後に、接種会場へ出向くことが可能であれば、地域集団接種、

出向くことが困難な場合は、地域訪問接種とする。（2.2.2.（10） 施設入所者を参照。） 

○ 障害者施設の通所者については、円滑に接種できるよう施設集団接種とすることもある。 

○ 障害者については、移動が困難な場合は、地域訪問接種を実施する。移動が可能な場合は地域集団

接種の対象とする。 

(9) 在宅医療を受療中の患者 

1）政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 在宅医療を受療中の患者であって、当該医療機関における接種が困難な場合、訪問による接種も考

えられる。（ガイドライン P.104） 

2）基本的考え方 

○ 在宅医療を受療中の患者のうち、移動が困難な者については、かかりつけ医や市町村から委託を受

けた医療従事者がその地域の対象者を戸別訪問して地域訪問接種を行うことが適当と考えられる。

接種会場へ移動可能な者は、地域集団接種を実施する。 

○ ホームページや広報紙、自治会の回覧板、テレビ・ラジオ、広報車などを用いた周知を図りつつ、

かかりつけ医やケアマネジャー、民生委員などを通じて周知し、本人や家族等から申し出てもらう

必要があると考えられる。 

3）取組みの具体例 

○ 自治体で把握している在宅高齢者のリストを利用することも考えられる。また、災害時要援護者対

策の一環で平時から在宅療養者について把握している場合は、そのような情報も活用可能である。 

(10) 施設入所者等 

1）基本的考え方 

○ 住民接種の実施と接種順位が示されたら、市町村は、施設（医療機関、介護保険施設、社会福祉施

設等）における接種対象者数を速やかに把握する。 

○ 施設（医療機関、介護保険施設、社会福祉施設等）への入院･入所者は、原則、施設集団接種の対

象とする。ただし、短期の入院・入所者（概ね入院・入所期間が 90 日未満の者）は退院・退所後
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に地域集団接種を受ける。 

○ 施設所在市町村の住民基本台帳に登録がない者でも、今後、長期（90日以上）に入院・入所する見

込みの者であれば、施設所在市町村において接種対象者とすることを、国による統一的な取決めと

することが適切であると考える。 

○ 小児や高齢者、障害者等で本人の同意取得が困難な場合は、保護者の同意を文書で示すこと（2.3.3

本人の同意を参照。） 

○ 高齢者等については、その意思表示の確認を十分に行うことが特に重要であり、心身の状況により

施設に入所する者などについて、施設の長の判断で本人の意思表示に代わることはできない。家族

やかかりつけ医の協力を得て、本人の平素の言動なども勘案し、その意思を慎重に確認することが

適当である。 

(11) 通所サービス利用者 

1）基本的考え方 

○ 通所サービス等の利用者については、地域集団接種を原則とする。 

○ ただし、移動が困難な者等が多い通所施設については、施設集団接種とすることも考えられる。 

 

2.2.3 対象者への周知方法の検討 

(1) 基本的考え方 

○ 事前準備の段階では、市町村は対象者に対する周知の方法（手段及び内容等）について、可能な限

り具体的に検討を進めておく必要がある。 

○ 対象となる全ての住民に対して、効率的かつ効果的に適切な時期に周知を図ることが重要である。

そのため、各市町村が地域の実情に合わせて媒体や周知方法を工夫することが期待される。 

○ 周知方法としては対象となる住民一人ひとりへの個別通知を発出することが望ましいが、転居等に

より通知が届かないなどの限界があるので、ホームページや広報紙、自治会の回覧板、テレビ・ラ

ジオ、広報車などを用いた集団を対象とした周知方法についても合わせて検討する必要がある。ま

た、個別通知の費用についても検討する必要がある。 

○ 市町村は、国の基本的対処方針による接種順位等を踏まえて、供給量に対応した具体的な接種計画

を立案し、接種日・接種場所を検討する必要がある。特に発生初期には接種対象者数に対してワク

チンが十分供給されない場合を想定し、混乱なく円滑な接種が行えるよう、あらかじめ十分な検討

を行うことが必要である。 
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○ また、新型インフルエンザ等対策としては、ワクチンが唯一の対策ではないこと、個人の感染予防

策を確実に行うことが大切なことを繰り返し周知し、パニックを防ぐことが重要である。 

(2) 取組みの具体例 

○ 周知ポスターやチラシ、個別通知には対象者は原則住民基本台帳に登録がある住民であることを明

記する必要がある。その上で、住民基本台帳への登録がない場合でも、「長期入院･入所者」、「里帰

り分娩の妊産婦及び同伴の小児」は接種可能であること、またその場合の市町村への申し込み方法

を具体的に分かりやすく伝える。 

○ 周知ポスターやチラシ、個別通知などに「全員に接種するまでには時間がかかり、接種まで順番を

待つ必要がある」ことや、「予防のためには手洗い・咳エチケット等が重要である」ことなどにつ

いても、具体的に分かりやすく説明し、様々な媒体を通じて住民の理解を得ることが必要である。 

○ 市町村の住民基本台帳に登録のない「長期入院･入所者」が接種対象となることについては該当す

る施設へ、「里帰り分娩の妊産婦及び同伴の小児」については産科医療施設や助産所へも周知する

方法が考えられる。 

○ 住民に対する広報・周知の方法として、ポスター掲示等については、公的施設だけでなく、駅や

コンビニなど人が多く集まる場所に掲示する工夫も考えられる。 

○ また、防災無線や自治会の回覧板等の既存媒体の活用や、民生委員等に周知の協力を求めるなど

地域ネットワークを活用することや、学校や企業を通じた広報等も考えられる。 

○ 特に大規模市においては、日々の転出転入者数が多いために、漏れがないように個別通知を郵送

することは不可能である。例えば、郵送による場合は、転出後に郵便局へ転居届が出されていな

い住民へは通知されないという限界がある。また、膨大な事務量や印刷・郵送等のコストが課題

となることを留意して周知方法を自治体規模等に応じて検討する必要がある。 

 

2.2.4 予約方法の検討 

(1) 基本的考え方 

○ 予約方式は、住民にとっても都合の良い時間や場所で接種が受けられ、利便性が高い方法である。 

○ 接種対象者に、あらかじめ時間と場所を指定し、あるいは選択してもらった上で接種する予約方式

は、供給されたワクチンを効率的かつ計画的に、多くの住民に接種し、無駄を最小限にすることが

できる。一方で、事前に予約をしない先着順のような方法では、パニックが起きるリスクも考えら

れる。 

○ 市町村にとっては、予約に伴う事務量負担が大きく、はがき等による郵送式の場合は印刷・郵送等

のコストが課題となることがある。また電話等による予約の場合は、予約の受付・確認・変更等に
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マンパワーが必要になるなど負担が大きい面がある。 

○ 予約方式を採ることが適当かどうかは、ワクチンの供給状況によっても左右される。供給量が限ら

れている場合には、接種会場にワクチン数以上に接種希望者が来場しないように制限する必要があ

ることから、予約方式を採ることも工夫の 1 つである。 

○ ワクチンが多く供給されているような状況では、必ずしも予約方式を採る必要はないと考えられる。

それでも当日準備しているワクチン数より多い接種希望者が来場しないような工夫は必要である。 

○ また、予約方式を採らない場合は、接種会場において、来場者が接種対象者であるかどうかの確認

を行う必要がある。市町村であらかじめ準備した台帳等を準備する必要性や居住していることを確

認するための本人確認書類等について、市町村で検討しておく必要がある。特に、重複接種を行う

ことがないような工夫に配慮することが望ましい。 

○ 効率的かつ確実な接種の実施を実現する観点から、あらかじめ方法については、複数パターンを検

討しておくことが望ましい。 

○ 事前準備の段階では、市町村は、自治体の規模等を勘案し、予約方式を採用するかどうか、予約方

式を採用する場合は、予約センターを設置するのか、日時指定とするのか等について、検討を進め

ておく必要がある。 

(2) 取組みの具体例 

○ 割り当てられた接種日に当日来られない対象者がいることも考えられる。あらかじめ予備日の設定

などの配慮が必要と考えられる。 

○ 住民接種の個別予約をしない市町村においては、市町村であらかじめ準備した台帳等と適切な本人

確認書類等（健康保険証・介護保険証・住基カード等）で照合する方法もある。適切な本人確認書

類については市町村が事前に検討し、住民に周知する必要がある。 

○ 接種希望者がワクチン数を上回って会場に集まることを避けるための工夫としては、予約方式以外

にも、１）地区（自治会、町内会）ごとに接種日時・接種会場を設定するなど接種対象者を小さい

集団に分ける、２）地区ごとに自治会を通じて接種希望者を取りまとめてもらうことで事前に参加

予定者数（＝必要ワクチン数）を把握する、なども考えられる。 
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図表 6 予約の有無による通知・接種の実施方法の例 

 

 
住民基本台帳に登録がある居住者 

住民基本台帳にを登録がない居

住者 

予約方式 

例１：日時や場所を記載した案内票を

送付する。接種日時の変更を希

望する場合は電話、FAX等で受

け付ける。予約した日時・場所

で接種を受ける。 

例２：案内票の送付はせずに広報で予

約方式であることを周知して

電話、FAX等で予約を受け付け

る。予約した日時・場所で接種

を受ける。 

例３：葉書で個別に周知し、希望日、

希望場所等を受け付ける。葉書

を接種当日に持参する。 

例４：案内票の送付はせずに広

報で予約方式であること

を周知して電話等で予約

を受け付ける。予約した

日時・場所で接種を受け

る。 

日時指定方式 

例５：個別通知はせずに広報で日時や

場所を周知し、予約なしで接種

を受ける。 

例６：日時や場所を市町村が指定して

個別通知するが日時や場所の

変更は受け付けず、指定日に受

けられなかった人のための予

備日を設ける、または指定以外

の日時・場所での接種を許容す

る。 

例７：個別通知はせずに広報で

日時や場所を周知し、予

約なしで接種を受ける。 

※予約票やチラシを送付する際に問診票を同封して、問診票の紙の色などで対象者区分が一目で

分かるようにするといった工夫も考えられる。 
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2.2.5 接種場所 

(1) 政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 市町村は、接種の実施に当たり、国及び都道府県と連携して、保健所・保健センター・学校など公

的な施設を活用するなどにより接種会場を確保する。（政府行動計画 P.55） 

(2) 基本的考え方 

○ 地域集団接種の場合、保健所、保健センター、学校、体育館、公民館、集会所等、地域において

一定規模の集団を収容できる施設を選定する。接種対象となる住民の地域ごとの人数、アクセス

の容易さ、確保可能な接種のための医療従事者数等を勘案し、あらかじめ計画的に選定しておく

必要がある。 

○ また各会場での実施日数、頻度等を考慮し、住民接種を実施するために診療所開設の届出の必要性

があるかどうかも検討しておく必要がある。 

○ 施設集団接種の場合、入院施設を有する医療機関や、入所施設を有する介護保険施設、グループホ

ーム、有料老人ホーム、障害者支援施設等や、小中学校や保育所、通所介護事業所等の通所施設で、

市町村内に所在する施設については、施設集団接種とするかどうかについて、当該施設とも調整の

上、あらかじめ検討しておくことが必要である。 

○ 施設集団接種とする場合、当該施設における対象者の見込み数、担当する接種者の体制及びその確

保方法、施設側の連絡窓口等について、あらかじめ確認しておく。 

○ この場合、長期の入院・入所者（今後の入院･入所が 90日以上見込まれる者）が施設集団接種の対

象であり、短期の入院・入所者（概ね入院・入所期間が 90 日未満の者）は退院・退所後に地域集

団接種を受けることになる点に留意する。 
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医療機関以外で住民接種を実施する際の手続き 

 

保健所・保健センター・学校など医療機関以外で住民接種を実施する際に必要な手続きについ

ては、１）診療所開設の届出を行い実施する方法、又は、２）巡回診療として届出を行い実施す

る方法がある。 

１）診療所開設の届出を行い実施する方法 

○ 医療法に基づく診療所等の開設の手続きを行っていない保健センター等の施設を活用し集

団的接種を行おうとする場合は、当該保健センター等において集団的接種を行うことにつ

いて、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第７条第１項の規定に基づく診療所の開設の

許可又は医療法第８条の規定に基づく診療所開設の届出を行い実施する。 

○ また、必要に応じて同法第１２条第２項の規定に基づく二か所管理の許可を受ける必要が

ある。 

２）巡回診療として届出を行い実施する方法 

○ 「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和 37年６月 20日医発第 554号厚生省医務

局長通知：参考資料参照）に定める所定の要件に従い実施する。 

○ 「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和 37年６月 20日医発第 554号厚生省医務

局長通知）には、巡回診療の条件として、おおむね毎週１回以下かつ連続２日以内の実施

とされている。全国民を対象とした住民接種を行う場合には、この通知の条件より高い頻

度で住民接種を実施する場合があり得る。その際には、巡回診療としてではなく、１）の

方法、即ち、診療所開設の届出を行い実施する必要がある。 

なお、緊急事態宣言が行われている場合には、特措法第 48 条に基づき、特定都道府県知事は

臨時の医療施設を開設できることとなっている。住民接種を実施する際に、市町村長が都道府県

知事と協力し、臨時の医療施設において住民接種を実施することも考えられる。 
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巡回診療にかかる手続き 

 

１）保健所設置市（特別区）・医療機関を設置している市町村 

巡回診療の医療法上の取り扱いについて（昭和 37年６月 20日医発第 554号厚生省医務局長通知）

第二の二に該当第二の二に該当第二の二に該当第二の二に該当（保健所・医療機関の事業として実施の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）保健所・医療機関を設置していない市町村 

巡回診療の医療法上の取り扱いについて（昭和 37年６月 20日医発第 554号 厚生省医務局長通

知）第二の一に該当第二の一に該当第二の一に該当第二の一に該当（医療機関の事業として行われるものでない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体（自治体） 

保 健 所 

巡回診療実施計画書（事前に提出） 

実施主体（自治体） 

保 健 所 

開設許可申請＋巡回診療実施計画書（事前に申請） 

 ※申請書の記載方法は通知のとおり 

巡回診療の実施 

許 可 

巡回診療の実施 
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(3) 参照条文等 

1）医療法（昭和 23 年法律第 205号）（抄） 

第７条  病院を開設しようとするとき、医師法 （昭和二十三年法律第二百一号）第十六条の四第一項 

の規定による登録を受けた者（同法第七条の二第一項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者

にあつては、同条第二項 の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。）

及び歯科医師法 （昭和二十三年法律第二百二号）第十六条の四第一項 の規定による登録を受けた者

（同法第七条の二第一項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項 の規

定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。）でない者が診療所を開

設しようとするとき、又は助産師（保健師助産師看護師法 （昭和二十三年法律第二百三号）第十五

条の二第一項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項 の規定による登

録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第十一条において同じ。）でない者が助産所を開設し

ようとするときは、開設地の都道府県知事（診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設

置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。

第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条ま

での規定において同じ。）の許可を受けなければならない。 

第８条 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したとき

は、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 

第１２条 (略) 

 二 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師、又は助産婦は、その病院、診療所又は助産

所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除く外、他の病院、診療所又は助産所を管理しないも

のでなければならない。 

2）医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50号）（抄） 

第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとすると

きは、左に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出

しなければならない。 

一 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師

又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病

床数及び従業者の定員 

二 当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由 

三 現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所と

の距離及び連絡に要する時間 
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2.2.6 接種を実施する医療従事者の確保 

(1) 政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 市町村は、速やかに接種することができるよう、医師会等と協力し、接種に携わる医療従事者等

の体制など、接種の具体的な実施方法について準備を進めるよう努める必要がある。（政府行動計

画 P.34） 

(2) 基本的考え方 

○ 市町村は、事前に接種に必要な医療従事者の職種や人数等をシミュレーションし、地域の医療機関

や医師会、看護協会、大学等へ協力要請し、接種の実施計画については、関係者会議等で、情報共

有する必要がある。 

○ 多くの医療従事者の協力を得るための工夫が必要である。 

(3) 取組みの具体例 

○ 医師の確保については、医師会や病院団体等と協力する以外に、研究機関、健診機関等に協力を求

める。 

○ 看護師等の確保については、医師会や病院団体、看護協会等と協力する以外に、ナースセンターや

養成機関、研究機関、健診機関に協力を求める。 

○ 大規模医療機関等から、当番制で一定数の職員を出してもらうことは、安定的に一定数の医療従事

者を確保する方法である。 

○ 予め、医師会や病院団体、薬剤師会、看護協会等と住民接種実施について、協定を締結しておくこ

とも具体的な方策の一つである。 

○ 緊急時に協力要請できる人材を確保する観点から、自治体における離職中の医療職等の登録制度等

も人材確保の方法としては有効である。 
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2.3 接種の実施 

2.3.1 接種の実施と接種会場における運営 

(1) 政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 原則として集団的接種を行うため、市町村は、そのための体制を確保する。すなわち、各会場に

おいて集団的接種を実施できるよう予診を適切に実施するほか、医療従事者や誘導のための人員、

待合室や接種場所等の設備、接種に要する器具（副反応の発生に対応するためのものを含む。）等

を確保する必要がある。（ガイドライン P.104）。 

(2) 基本的考え方 

○ 接種会場での運営や接種する医療従事者の確保については、施設集団接種における実施と、地域集

団接種における実施のそれぞれについて対応が必要である。 

○ 医師、保健師・看護師等の看護職員、事務職等で構成される接種チームを編成し、接種対象者数

に応じた接種チーム数を確保する。 

○ 施設側が医師を含む接種体制を構築できる場合は、施設側で体制を構築するが、構築できない施設

については、市町村が派遣する接種チームと協同で体制を構築するのが望ましい。 

○ 小児など接種量が異なる対象者を同一会場で実施する場合に、接種量の誤りなどの事故が起こら

ないよう、時間帯や列を分けるなど、接種体制を工夫する。 

○ 施設集団接種、地域集団接種のいずれの場合も、接種後の状態観察のための場所を確保し、被接種

者の状態観察のため接種後ある程度の時間は会場に留まらせる。 

○ 接種会場での、救急対応については、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれん等の重篤な

副反応がみられたとしても、応急治療ができるよう物品や薬剤の準備を行う。 

○ これら物品や薬剤は、市町村が準備する場合と、接種チームの医師が持参し確保する場合がある。 

(3) 取組みの具体例 

○ 施設集団接種は、施設との接種日時の調整のみで多数へ接種できる。地域集団接種の住民からの予

約を受けつつ、施設集団接種を先行して接種することは効率的な接種の進め方である。 

○ ワクチンの供給量が十分でない場合には、市町村内で地域を区切り、接種を順次実施することにな

るが、一方で、年齢を区切って、順次進める方法もある。 
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図表 7 地域別に接種対象を区分する場合のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象者を年齢で「小児」と「高齢者」などに区分し、地域ごとに順次接種していく際の進め方のイメージを示したもの。 

 

 

（接種会場における運営について） 

○ 接種会場全体の運営管理責任者として市町村職員を配置し、また副反応発生時の救命措置や医療

機関への搬送に関する医学的な判断を行う責任者を予診等を担当する医師の中から定める。医師

会等へ委託する場合も、同様に責任者を明確に定めることが必要である。 

○ 医療従事者の確保に関しては、予診・接種に関わる者として、予診を担当する医師１名、接種を

担当する看護師１名、薬液充填及び接種補助を担当する看護師または薬剤師１名を１チームとす

る。（小児等が対象者の場合、接種補助者を増員する場合もある。プレフィルドシリンジの使用に

より薬液充填を行わない場合は、接種補助者は医療従事者でなくてもよい。） 

○ 会場ごとに、接種後の状態観察を担当する者を１名置く。接種後の状態観察を担当する者は可能

であれば看護師等の医療従事者が望ましいが、確保が難しい場合は、被接種者の状態に変化が生じ

た際に医療従事者へ至急報告できる体制が必要である。 

○ 事務職員に関しては、会場ごとに、受付・記録、誘導・案内、予診票確認、接種済証発行などの

業務を担当することが考えられる。 

○ 上記を踏まえ、1 会場あたり 2列体制で接種を行う場合、予診から接種までの時間を 2.0 分、実施

時間を 7時間とすると、１日当たりの接種人数は 420 人となる。（60 分×7 時間÷2.0 分×2 列＝

420 人）小児については、接種量が大人とは異なるため、会場は小児のみを対象とする会場での接

種が望ましいが、小児と大人を同一会場で接種する場合は、同一の接種量毎に列を設定したり、

接種時間帯を区別して実施するなど接種量の間違いのリスクを下げる工夫をする。 

○ 予診票を確認する事務職員が、１）接種対象者を通常の予診を行う者の列とより詳しい予診を行う

必要があると考えられる者の列に振り分ける、２）接種の際の着替えに時間がかかる者の列とかか

らない者の列に振り分ける、などによりスムーズな予診及び接種を実施する工夫が考えられる。 

地区Ａ地区Ａ地区Ａ地区Ａ

地区Ｂ地区Ｂ地区Ｂ地区Ｂ

地区Ｃ地区Ｃ地区Ｃ地区Ｃ

地区Ｄ地区Ｄ地区Ｄ地区Ｄ

○○町

於：ｗ公民館

於：ｚ体育館

於：ｘ中学校

於：ｙ市民会館

X月

1～5日

X月

6～10日
・・・・

Y月

1～10日

Y月

11～20日

地区Ａ

小児

地区Ｂ

小児

：

地区Ａ

高齢者

地区Ｂ

高齢者

：
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図表 8 住民接種の接種体制イメージ 

 

 

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

受付・記録（事務2名）

誘導・案内（事務1名）

誘導・案内（事務1名）

接種後の状態観察

（看護師1名）

接種済証発行（事務1名）

予診票確認

（事務2,3名）

予診

（医師2名）

接種

（看護師2名）

駐車場案内
（事務1名）

薬液充填・接種補助

（看護師2名）

○ ○

 

 

(4) 参照条文等 

1）定期接種実施要領（平成 25 年 3 月 30日健発 0330台 2号厚生労働省健康局長通知別添）（抄） 

１３ Ａ類疾病の定期接種を集団接種で実施する際の注意事項 

（５）安全基準の遵守 

イ 応急治療措置 

市町村長は、予防接種後、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれん等の重篤な副反応がみら

れたとしても、応急治療ができるよう救急処置物品（血圧計、静脈路確保用品、輸液、エピネフリン・

抗ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副腎皮質ステロイド剤等の薬液、喉頭鏡、気管チューブ、蘇生バッグ

等）を準備すること。 
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2.3.2 接種対象者の本人確認 

(1) 取組みの具体例 

○ 個別の通知や予約票を送付する市町村では、送付した通知や予約票を持参してもらい、接種対象者

かどうかを確認する。 

○ 予約センターを設置する場合は、接種を希望する住民が、接種対象者の要件を満たしているかどう

か確認の上、予約を受け付ける。 

○ 予診票の住所欄には、現在居住している市町村内の住所を記載してもらう。「里帰り分娩の妊産婦

及び同伴の小児」については、母子手帳の居住地欄に現在の居所を追記して持参してもらい、住所

の確認をする方法が考えられる。 

 

2.3.3 同意の取得 

(1) 基本的考え方 

○ 予防接種の実施に当たっては、被接種者本人の文書による同意を得なければならない。 

○ 認知症や精神・知的障害等で本人の意思確認が難しい場合は、保護者の文書による同意が必要であ

る 。 

○ 上記のような場合については、家族やかかりつけ医の協力を得て、本人の平素の言動なども勘案し、

その意思を慎重に確認することが適当である。臨時接種として住民接種を実施する場合、住民にも

接種する努力義務があり、かつ、市町村は接種を勧奨しなければならない。 

○ 成年後見制度における医療同意については、成年後見人の事務外と解釈されるが、予防接種の実施

については、予防接種法において後見人は保護者とされているため、後見人の同意をもって成年被

後見人は接種を受けることができると考えている。 

(2) 参照条文等 

1）予防接種法（昭和 23 年法律第 68号）（抄） 

第二条第四項 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。 

2）予防接種法実施規則（昭和 33 年厚生省令第 27号）（抄） 

（説明と同意の取得） 

第五条の二  予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種
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の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により

同意を得なければならない。 

 

（参考）高齢者等については、その意思表示の確認を十分に行うことが特に重要であり、心身の状況に

より施設に入所する者などについて、施設の長の判断で本人の意思表示に代えることはできない。

家族やかかりつけ医の協力を得て、本人の平素の言動なども勘案し、その意思を慎重に確認するこ

とが適当である（「逐条解説 予防接種法」、厚生労働省健康局結核感染症課監修、中央法規出版、

2013 年） 

 

（参考）十六歳未満の者や成年被後見人については、本人の意思確認について、予防接種による健康被

害が不可避であることを踏まえると、直ちに保護者、法定代理人、後見人の意思(同意)によること

で足りるとするかについては明確でない。これらの者本人の意思表示に基づくことを原則としつつ、

例外的に本人の意思を保護者などの本人の心身の状況や意思をよく知る者が推知できる場合にも、

予防接種が可能となるような慎重な方法を採用することが適当である。（「逐条解説 予防接種法」、

厚生労働省健康局結核感染症課監修、中央法規出版、2013 年） 

 

（参考）児童福祉施設等に入所している児童については、保護者の包括的な同意文書を取得しておくと

いう運用が行われており、予防接種を受けさせることも児童福祉施設の長などが行うことができる

「監護」に含まれると解されるが、予防接種法令においては、保護者の文書による同意を取得する

必要がある。その上で、接種時の同伴、予診票への記載、予防接種の効果及び副反応について説明

を受けること、接種の文書による同意など接種を受けさせるためにも必要な点について、児童福祉

施設の長などは、保護者の委任を受けているものと解することができる。この場合、市町村は保護

者の委任状などの提示を求めて、委任関係を確認できる。（予防接種の実施に際しての保護者の同

意について 第３回親権のあり方専門委員会参考資料 平成 22 年６月 22日） 
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2.3.4 ワクチンの供給 

(1) 政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 国、都道府県は、緊急の必要がある場合には、医薬品等販売業者である指定（地方）公共機関に対

し、医薬品又は医療機器の配送を要請する（政府行動計画 P.60）。 

○ 正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請に応じないときは、国、都道府県は、必要に応じ、

指定（地方）公共機関に対して輸送又は配送を指示する（政府行動計画 P.60）。 

○ 住民接種については、厚生労働省は、各都道府県の人口や優先接種対象者数等の概数、流行状況、

ワクチンの接種状況、各都道府県の配分希望量や在庫状況などの情報収集に努める。都道府県は、

地域での流行状況、流通在庫及び医療機関在庫を踏まえて厚生労働省に配分希望量を連絡する。そ

の結果に基づき都道府県ごとの配分量を決定する。（ガイドライン P.88-89） 

(2) 基本的考え方 

○ 実施段階では、市町村は、都道府県から提供されるワクチンの供給見込み等を勘案しつつ、実際の

接種をどの範囲の住民にどのように接種していくかを検討することになる。そのため、ワクチンの

供給に関する見込み等の情報について、都道府県および供給先と連携して把握しておく必要がある。

都道府県には、市町村に対してワクチン供給状況に関するきめ細かい情報提供を行うことが期待さ

れる。 

○ また、ワクチン流通については、全国民が速やかに接種できるように集団的な接種を行うことを基

本として、事前に検討した接種体制を踏まえ、関係各所と連携を図りながら検討していく必要があ

る。契約方法を含む具体的な流通スキームについては現在検討されている。 

○ ワクチンの価格については、国による統一価格が示されることが望ましいと考えられる。 

○ ワクチンの供給に関する、国、都道府県、市町村、卸売販売業者等の役割分担は以下のように考え

られる。 

図表 9 ワクチンの供給に関する、国、都道府県、市町村、卸売販売業者等の役割分担 

主体 役割 

厚生労働省 ○ワクチンの製造販売業者からパンデミックワクチンを購入する。 

○保有するプレパンデミックワクチン及び購入したパンデミックワクチンを販売業者に

売却する。 

○厚生労働省は、都道府県別ワクチン配分量について、各都道府県の人口や優先接種対

象者数等の概数、流行状況、ワクチンの接種状況、各都道府県の配分希望量や在庫状況

などの情報収集に努め、その結果に基づき都道府県別ワクチン配分量を決定する。 

○ワクチンの納入、在庫状況を情報収集に努め、都道府県へ情報提供する。 

都道府県 ○流通在庫、地域での流行状況及び供給先在庫、各市町村からのワクチン配分希望量を

踏まえて、厚生労働省にワクチン配分希望量を連絡する。 

※都道府県は、各ワクチン供給先における接種予定本数及び在庫本数を的確に把握し、

ワクチンの偏在を生じないように供給本数を調整する。 
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○厚生労働省から受けた都道府県別配分量をもとに市区町村別配分量を決定する。 

○市町村から受けたワクチン供給先別配分量をもとに、都道府県卸組合と調整を行い、

ワクチン供給先への納入依頼をする。 

※都道府県及び都道府県卸組合は、卸業者等の関係者と協議の上、各ワクチン供給先ご

とに担当する納入卸業者を決定する。その際、可能な限り、１つのワクチン供給先に１

つの卸業者、１種類のワクチンを対応させることとする。 

○供給先の納入、在庫状況の収集に努め、市町村と情報共有する。 

市町村 ○供給先の地域での接種順位毎の対象者数や供給状況をもとに都道府県にワクチン配分

希望量を連絡する。 

○市町村別配分量をもとに接種会場の調整を行った後、住民から予約を受け付け、ワク

チン供給先にワクチン配分量を決定し、予約を割り振る。また、ワクチン供給先別配分

量を都道府県へ報告する。 

※被接種者が複数の接種会場に予約することがないよう、市町村は窓口を統一した上で

予約を受け付け、被接種者を接種会場に適切に振り分ける。また、１回目と２回目の接

種は同一ワクチンを接種するため、同一接種会場で接種することとする。 

○供給先の在庫状況を把握するとともに納入、在庫状況を都道府県と情報共有する。 

卸売販売 

業者等 

 

○卸業者は販売業者からワクチンを購入する。 

○卸業者はワクチンの買上量及び在庫量を都道府県卸組合に報告する。都道府県卸組合

は都道府県へとりまとめた内容を報告する。 

○都道府県卸組合は都道府県からワクチン供給先への納入依頼をもとに調整を行い、卸

業者へワクチン供給先への納入依頼をする。 

※都道府県及び都道府県卸組合は、各ワクチン供給先における接種予定本数及び在庫本

数を的確に把握し、ワクチンの偏在を生じないように供給本数を調整する。 

○卸業者はワクチンをワクチン供給先へ納入する。 

○卸業者はワクチン供給先への納入、在庫状況を販売業者へ情報提供する。販売業者は、

厚生労働省に納入、在庫状況を情報提供することを想定している。 

 

○ 2 回接種の場合、同じメーカーのワクチンを 2 回接種できるよう供給先毎にワクチンのメーカーを

同一とするような供給システムが必要であり、国や都道府県は留意する必要がある。 

○ 保存剤を含まないワクチンについては、妊婦が希望する場合に接種できるよう、供給を別途調整す

る必要があることも想定されている。 

○ 接種可能人数の決定に当たっては、医師等接種に携わる医療関係者の数が制約条件になりうる。こ

のため、市町村は病院や医師会等医療関係団体とも密接に連携する体制を構築し、事前に検討した

接種体制を踏まえつつも、ワクチン供給量等の最新の状況なども勘案しつつ、迅速かつ安全で適切

な接種が行われるよう適宜調整を図っていく必要がある。 
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図表 10 新型インフルエンザワクチンの流通スキーム（（イメージ）

卸業者

製造販売業者

都道府県

供給先（保健センター等

学校、医療機関等）

①購入①購入①購入①購入

新型インフルエンザワクチンの流通スキーム（住民接種）（イメージ）新型インフルエンザワクチンの流通スキーム（住民接種）（イメージ）新型インフルエンザワクチンの流通スキーム（住民接種）（イメージ）新型インフルエンザワクチンの流通スキーム（住民接種）（イメージ）

販売業者（販社）

厚生労働省

卸業者

供給先（保健センター等

学校、医療機関等）

市町村（政令指定都市を含む）

※予約窓口を一元化

都道府県卸組合
※管内卸売業者間の数量調整

⑤⑤ ⑤⑤
配
分
希
望
量

配
分
希
望
量

配
分
希
望
量

配
分
希
望
量
のの のの
連
絡
連
絡
連
絡

連
絡

⑤⑤ ⑤⑤
配
分
希
望
量

配
分
希
望
量

配
分
希
望
量

配
分
希
望
量
のの のの
連
絡
連
絡
連
絡

連
絡

住民

⑦⑦ ⑦⑦
予
約
及

予
約
及

予
約
及

予
約
及
びび びび

接
種
会
場
等

接
種
会
場
等

接
種
会
場
等

接
種
会
場
等

のの のの
調
整
調
整

調
整

調
整

③販売③販売③販売③販売

②売り払い②売り払い②売り払い②売り払い
⑥⑥ ⑥⑥
都
道
府
県
別
配
分
量

都
道
府
県
別
配
分
量

都
道
府
県
別
配
分
量

都
道
府
県
別
配
分
量

のの のの
決
定
決
定

決
定

決
定
・・ ・・ 連
絡
連
絡
連
絡

連
絡

⑥⑥ ⑥⑥
市
町
村
別
配
分
量

市
町
村
別
配
分
量

市
町
村
別
配
分
量

市
町
村
別
配
分
量
のの のの

決
定
決
定

決
定

決
定
・・ ・・ 連
絡
連
絡
連
絡

連
絡

⑧⑧⑧⑧供給先別配分供給先別配分供給先別配分供給先別配分
量を決定、予約割量を決定、予約割量を決定、予約割量を決定、予約割

り振りり振りり振りり振り

⑨⑨ ⑨⑨
供
給
先
別
配
分
量

供
給
先
別
配
分
量

供
給
先
別
配
分
量

供
給
先
別
配
分
量
をを をを

報
告
報
告

報
告

報
告

⑩⑩⑩⑩供給先への供給先への供給先への供給先への
納入依頼納入依頼納入依頼納入依頼

⑩⑩⑩⑩供給先への納入依供給先への納入依供給先への納入依供給先への納入依
頼・数量調整頼・数量調整頼・数量調整頼・数量調整

⑪⑪⑪⑪納入納入納入納入
供給供給供給供給先ごと先ごと先ごと先ごとに担当する納入卸業者を決定。に担当する納入卸業者を決定。に担当する納入卸業者を決定。に担当する納入卸業者を決定。

可能な可能な可能な可能な限り、１つの供給先に限り、１つの供給先に限り、１つの供給先に限り、１つの供給先に1つのつのつのつの卸業者、１種類のワクチンを対応。卸業者、１種類のワクチンを対応。卸業者、１種類のワクチンを対応。卸業者、１種類のワクチンを対応。

⑬⑬ ⑬⑬
納
入
納
入

納
入

納
入
、、 、、
在
庫
状
況

在
庫
状
況

在
庫
状
況

在
庫
状
況

のの のの
情
報
提
供

情
報
提
供

情
報
提
供

情
報
提
供

⑬納入、在庫状況の情報提供⑬納入、在庫状況の情報提供⑬納入、在庫状況の情報提供⑬納入、在庫状況の情報提供

⑭⑭ ⑭⑭
納
入
納
入

納
入

納
入
、、 、、
在
庫
状
況

在
庫
状
況

在
庫
状
況

在
庫
状
況

のの のの
情
報
提
供

情
報
提
供

情
報
提
供

情
報
提
供

⑭⑭ ⑭⑭
納
入
納
入

納
入

納
入
、、 、、
在
庫
状
況

在
庫
状
況

在
庫
状
況

在
庫
状
況

のの のの
情
報
提
供

情
報
提
供

情
報
提
供

情
報
提
供

：物の流れ

：情報の流れ

⑫在庫状況の把握⑫在庫状況の把握⑫在庫状況の把握⑫在庫状況の把握

④④ ④④
買
上
量

買
上
量

買
上
量

買
上
量
、、 、、
在
庫
在
庫
在
庫

在
庫

量
報
告

量
報
告

量
報
告

量
報
告

④買上量、在庫④買上量、在庫④買上量、在庫④買上量、在庫
量報告量報告量報告量報告

 
 

①厚生労働省は、ワクチンの製造販売業者からパンデミックワクチンを購入する。 

※政府対策本部が定める基本的対処方針に基づき，厚生労働省は、ワクチンの製造販売業者、販売業者及び卸業者と連携し

て、供給量について計画を策定するとともに、その計画に基づき、パンデミックワクチンを購入する。 

②、③厚生労働省は、保有するプレパンデミックワクチン及び購入したパンデミックワクチンを販売業者に売却する。販売業者

は、ワクチンを卸業者に販売する。 

※基本的には季節性インフルエンザワクチンの数量シェアにより配分する。 

④、⑤卸業者は、ワクチンの買上量及び在庫量を都道府県卸組合に報告する。都道府県卸組合は都道府県へとりまとめた内容を

報告する。市町村は、地域での流行状況及び供給先の在庫状況をもとに都道府県にワクチン配分希望量を連絡する。都道府県

は、地域での流行状況及び流通在庫、供給先在庫、各市町村からのワクチン配分希望量を踏まえて、厚生労働省にワクチン配

分希望量を連絡する。 

※都道府県は、各ワクチン供給先における接種予定本数及び在庫本数を的確に把握し、ワクチンの偏在を生じないように供

給本数を調整する。 

⑥厚生労働省は、都道府県別ワクチン配分量について、各都道府県の人口や優先接種対象者数等の概数、流行状況、ワクチンの

接種状況、各都道府県のワクチン配分希望量や在庫状況などの情報収集に努め、その結果に基づき都道府県別ワクチン配分量

を決定する。都道府県は、市区町村別ワクチン配分量を決定する。 

⑦、⑧、⑨市町村は、市町村別配分量をもとに住民から予約を受け付け、接種会場等の調整を行った後、ワクチン供給先にワク

チン配分量を決定し、予約を割り振る。また、ワクチン供給先別配分量を都道府県へ報告する。 

※被接種者が複数の接種会場に予約することがないよう、市町村は窓口を統一した上で予約を受け付け、被接種者を接種会

場に適切に振り分ける。また、１回目と２回目の接種は同一ワクチンを接種するため、同一接種会場で接種することとする。 

⑩都道府県は、市町村から受けたワクチン供給先別配分量をもとに、都道府県卸組合と調整を行い、ワクチン供給先への納入依

頼をする。都道府県卸組合は、都道府県からのワクチン供給先別納入量を基に、卸業者へ納入依頼をする。 

⑪卸業者は、ワクチンを供給先へ納入する。 

※都道府県及び都道府県卸組合は、卸業者等の関係者と協議の上、各ワクチン供給先ごとに担当する納入卸業者を決定する。

その際、可能な限り、１つのワクチン供給先に１つの卸業者、１種類のワクチンを対応させることとする。 

⑫市町村は、供給先の在庫状況を把握する。 

⑬卸業者は、ワクチン供給先への納入、在庫状況を販売業者へ情報提供する。販売業者は、厚生労働省に納入、在庫状況を情報

提供する。 

⑭厚生労働省及び都道府県、市町村は、供給先への納入、在庫状況を相互間に情報共有する。 
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2.4 情報管理（予防接種台帳、記録の保存など） 

(1) 基本的考え方 

○ 法令に基づき、予防接種に関する記録の作成、保存（5 年間）、及び予防接種済証の交付が必要であ

る。なお、乳児又は幼児については予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に記載する。 

○ 住民基本台帳に登録がない市町村で接種した場合でも、健康被害救済給付は住民基本台帳に登録が

ある市町村で行うため、健康被害救済を円滑に適切に実施するためには、健康被害救済の申請を受

けた市町村と接種を実施した市町村との情報共有がきちんと行われなければならない。そのため、

予防接種に関する記録の作成と保存が全ての市町村において適切に行われる必要がある。 

○ また健康被害救済を申請する際には、被接種者は予防接種済証を示す必要があるので、被接種者が

予防接種済証を適切に保存しておくよう、予防接種済証を渡す際に十分に周知する必要がある。 

○ しかしながら、多数の住民に対して迅速に接種しなければならない、緊急対応を要する状況である

ことを踏まえると、日次で予防接種台帳を整備・管理することは困難である場合も想定される。そ

のため、接種記録の作成に当たっては事後的に台帳を整備することも許容されるべきである。 

(2) 取組みの具体例 

○ 予防接種台帳の作成・管理にあたっては、被接種者の住所・氏名を接種会場で把握し、その情報を

蓄積することで、市町村全体あるいは地域ごとの接種状況を管理する方法などが考えられる。ま

たは、予診票を基に、事後に予防接種台帳を整備する方法も考えられる。 

○ なお、リアルタイムの接種状況を台帳に反映できない場合でも、市町村内の地域別の接種者数を記

録し、地域ごとにおおまかな接種状況を把握することで、未接種者の多い地域への積極的な周知

（接種勧奨）を行うことが可能である。 

○ 書類への記入の手間や記入誤りを防止する工夫として、問診票と予防接種済証を一体化することや

複写式にすること、切り取り式にすることなどが考えられる。2 回接種の場合にも、同様の工夫で

記入の手間や記入誤りを防止する工夫が考えられる。また、有効期間内に必要な回数の接種ができ

るよう、接種回数や接種時期について分かりやすく記載されるなどの配慮をした予診票や予防接種

台帳管理方法を工夫する必要がある。 

○ ただし、複写式にすると、印刷の経費が高く、印刷方法も限られるというデメリットもある。Ａ４

一枚紙のようなシンプルな問診票であれば、市町村のウェブサイトなどからダウンロードできる

ようにしておき、事前に記入した上で持参してもらうことも可能である。この場合、ダウンロード

できるのは 1 回目の問診票のみとし、2 回目の問診票は被接種者に会場で渡し、次回接種時に持参

してもらう形で、接種回数を管理する方法もある。 

○ 年齢により問診票が違う場合には、異なる色の問診票を準備するような工夫も考えられる。 

○ 予防接種済証に代えて母子健康手帳に記載する必要がある対象者に関しては、予防接種済証の書
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式のスタンプを用意する、母子健康手帳に貼れるようなサイズの予防接種済証を用意する、シー

ル式にするなど、手間を省くための簡便な方法が考えられる。母子健康手帳に貼れるようなサイ

ズの予防接種済証し、全ての対象者に対してその予防接種済証を使用することを決めれば、通常用

と母子健康手帳添付用の２種類を用意する必要がなくなる。 

○ どのような書式とするかは、各市町村がメリットとデメリットを勘案しつつ創意工夫することが期

待される。 

○ 被接種者の住所・氏名等を接種会場で把握する方法については、携帯端末を使用した管理、庁内

システムに接続することによる管理、外付けハードディスクによる管理、紙媒体による管理等が

考えられ、各自治体のセキュリティポリシーに従って適切な方法を検討する必要がある。 

(3) 参照条文等 

1）予防接種法施行令（昭和 23 年政令第 197号）（抄） 

（予防接種に関する記録） 

第六条の二  市町村長又は都道府県知事は、法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項 の規

定による予防接種を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録を作

成し、かつ、これを当該予防接種を行ったときから五年間保存しなければならない。 

一  予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別 

二  実施の年月日 

三  前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項 

２  市町村長又は都道府県知事は、予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示

を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

2）予防接種法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 36号）（抄） 

（予防接種済証の様式） 

第四条  法第五条第一項 又は法第六条第一項 若しくは第三項 の規定による予防接種を行った者は、

予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。 

２  前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定

める様式とする。 

一  法第五条第一項 の規定による予防接種 様式第一 

二  法第六条第一項 又は第三項 の規定による予防接種 様式第二 

３  母子保健法 （昭和四十年法律第百四十一号）第十六条第一項 の規定により交付された母子健康

手帳に係る乳児又は幼児については、前二項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳

に証明すべき事項を記載するものとする。 
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2.5 都道府県の役割として期待される事項 

(1) 政府行動計画・ガイドライン記載事項 

○ 国及び都道府県は、医師会、関係事業者などの協力を得て、市町村が進める接種体制の構築を調整

する。また、国は、市町村における接種体制について、具体的なモデルを示すなど、技術的な支援

を行う。（ガイドライン P.102） 

(2) 基本的考え方 

○ 都道府県においては、市町村、医薬品卸事業者、医療機関、関連団体等と連携しながら、ワクチ

ン供給に関する調整を行うことが期待される。 

○ 具体的には、ワクチン供給に関する計画の策定、市町村に対するワクチン供給見通しに関する情

報提供、市町村・医療機関へワクチン供給が適切に行われるよう調整・管理などが考えられる。 

○ 併せて、注射器・注射針についても不足することがないよう、市町村、医薬品卸事業者、医療機

関、関連団体等と連携しながら調整を行う必要がある。 

○ 長期入院･入所者や里帰り分娩の妊産婦など、住民基本台帳への登録はないが接種対象者となる者

が多く存在する市町村に対しては、市町村からの要請を受け、必要量を配分するなどの調整が期

待される。 

○ 施設集団接種の対象となる施設へのワクチンの供給については都道府県と市町村が医薬品卸事業

者と充分に連携して対応する必要がある。 
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3． 参考資料 

3.1 予診票の例 

インフルエンザ予防接種予診票（○回目）インフルエンザ予防接種予診票（○回目）インフルエンザ予防接種予診票（○回目）インフルエンザ予防接種予診票（○回目） 

 

質 問 事 項 回 答 欄 医師記入欄 

今日のインフルエンザの予防接種について市町村から配られている 
説明書を読みましたか。 

はい いいえ 
 

今日の予防接種の効果や副反応などについて理解しましたか。 はい いいえ  

現在､何か病気にかかっていますか。 
病名（                    ） 

治療 (投薬など) を受けていますか。 
その病気の主治医には､今日の予防接種を受けてもよいと言われましたか。   

はい 
 

はい 
はい 

いいえ 
 

いいえ 
いいえ 

 

免疫不全と診断されたことがありますか。 はい いいえ  

今日､体に具合の悪いところがありますか 
具合の悪い症状を書いてください。（               ） 

はい いいえ 
 

ニワトリの肉や卵などにアレルギーがありますか。 はい いいえ  

インフルエンザの予防接種を受けたことがありますか。 
①その際に具合が悪くなったことはありますか。 
②インフルエンザ以外の予防接種で具合が悪くなったことはありますか。 

はい 
はい 
はい 

いいえ 
いいえ 
いいえ 

 

けいれんを起こしたことがありますか。 はい いいえ  

４週間以内に予防接種を受けましたか。 
予防接種名（                       ） 

はい いいえ 
 

心臓病､腎臓病､肝臓病､血液疾患などにかかったことがありまか。 
病名（                         ） 

はい いいえ 
 

最近１か月以内に熱が出たり､病気にかかったりしましたか。 
病名（                         ） 

はい いいえ 
 

インフルエンザ予防接種希望書インフルエンザ予防接種希望書インフルエンザ予防接種希望書インフルエンザ予防接種希望書    (医師の診察の結果､接種が可能と判断された後に記入してください。)    

医師の診察・説明を受け､インフルエンザの予防接種の効果や副反応などについて理解した上で 
接種を希望します。 

 平成  年  月  日         被接種者自署                 

（※自署できない者は代筆者が署名し、代筆者氏名および被接種者との続柄を記載） 

 診察前の体温     度   分 

住 所 
 

 
電 話 (   ) 

氏 名  性 別 男 ・ 女 

生年月日 明治・大正・昭和   年   月   日生  (満  歳) 

医師記入欄 

以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は(可能・見合わせる) 

予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被害制度について説明した。 

  医師署名                    

ワクチンロット番号 接種量 

         ml 

実施場所        医師名  

接種年月日  平成   年   月   日 Lot No. 
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3.2 接種済証の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザ予防接種済証 

 

住所  

 

氏名 

 

生年月日 M T S H  年  月  日 

 

ワクチン名 インフルエンザワクチン 

 

ＬｏｔＮｏ   

 

接種日 平成  年  月  日 

 

○○県○○市町村 
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3.3 「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いに

ついて」の改正について（医政発 1001第 7号 平成 24 年 10 月 1日医政局長通知）（抄） 

巡回診療については、これまで、公衆又は特定多数人に対して医療が行われるものであり、原則とし

て診療所の開設に該当するものとして取り扱っているところですが、地方公共団体、公的医療機関の開

設者及び公益法人等(医療法人も含む。)が無医地区における医療の確保等を目的として特に必要な巡回

診療を行う場合については、その手続を簡素化しているところです。 

これについて、公的医療機関の開設者等以外の実施主体であっても、当該実施主体の既存の医療機関

における通常の診療に支障が生じない場合には、公的医療機関の開設者等と同様に、手続を簡素化して

差し支えないと考えられるため、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和 37 年 6 月 20 日付け

医発第 554 号厚生省医務局長通知)の一部を改正し、実施主体に関わらず当該通知の対象となることを

明確化することとしたので通知します。 

また、「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」(平成 7 年 11 月 29 日付け健政発第 927

号厚生省健康政策局長通知)の一部についても改正し、巡回診療と同様に、実施主体に関わらず当該通知

の対象となることを明確化することとしたので併せて通知します。 

貴職におかれましては、管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対し、改めて今回通知する巡回診

療及び巡回健診の医療法上の取扱いについての周知をお願いします。 

 

○巡回診療の医療法上の取り扱いについて(昭和 37年 6月 20日医発第 554号厚生省医務局長通知) 

いわゆる巡回診療(巡回診療において行われる予防接種も含む。)については、その実施の方法に種々

の態様のものがみられるが、これらはいずれも一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療が行

なわれるものであり、原則として医療法上は診療所の開設に該当するものと解される。しかしながら、

無医地区における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる結核、成人病等の健康診断の実施

等を目的として行なう巡回診療であつて、巡回診療によらなければ住民の医療の確保、健康診断の実施

等が困難であると認められるものについては、医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の円滑化を

はかることが適当であると考えられるので、今後これらの巡回診療に関しては、左記のとおり取り扱つ

て差し支えないこととしたので通知する。 

なお、この取り扱いは、巡回診療が特に必要である場合に認められるものであるので、巡回診療実施

計画、実施主体の定款又は寄附行為及び実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の

生じないこと等について十分確認のうえ適用することとし、これが必要と認められなくなつた場合には

直ちにこの取り扱いを中止することとされたい。 

 

記 

第一 この取り扱いは、次のいずれかに該当する場合にのみ認められるものであること。 

一 巡回診療車又は巡回診療船であつて当該車輛又は船舶内において診療を行なうことができる構造

となつているもの(以下「移動診療施設」という。)を利用する場合。 

二 移動診療施設以外の施設を利用して行なわれる巡回診療であつて、定期的に反覆継続(おおむね毎週

二回以上とする。)して行なわれることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上と

する。)して行なわれることのないもの。 

第二 医療法及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については次のとおりとする

こと。 

一 巡回診療が病院又は診療所の事業として行われるものでない場合。 

(一) 巡回診療の実施主体毎に診療所開設の手続をとるものとすること。 
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(二) この場合医療法施行規則第一条に基づく開設の許可申請又は届出にあたつては、次のとおりの取

り扱いとすること。 

ア 実施主体が当該都道府県内に所在しない場合は、開設者の住所については、実施主体の住所に併せ

て、当該都道府県内の連絡場所を記載させること。 

イ 開設の場所に代えて、おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並びに各場

所毎の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名及び診療を担当する医師又は歯科医師の氏名及び

担当診療科目を記した実施計画を提出させること。 

これを変更したときも同様とすること。 

ウ 開設の目的及び維持の方法については診療報酬の徴収方法を併記させること。 

エ 敷地及び建物の状況にかえて移動診療施設を利用する場合はその構造設備の概要を記載させるこ

と。 

なお、これを変更した場合には変更許可又は届出の手続をとらせること。 

(三) (二)のイに記した医師又は歯科医師である実施責任者をもつて管理者とみなして差し支えないこ

と。なお、この場合に医療法第一二条第二項の規定に基づく許可は要しないものとして差し支えない

こと。 

(四) 医療法施行令第四条の二第一項及び第二項の規定に基づく届出は、行なわなくて差し支えないこ

と。 

(五) 医療法第八条及び医療法施行令第四条第三項の規定に基づく医療法施行規則第四条第三号の規定

に基づく届出は、行わなくて差し支えないこと。 

(六) 開設の許可をなすにあたつては、当該巡回診療を行なうためにのみ許可されること及び(二)のイに

記した実施計画が引き続き提出されない場合であつて、正当な休止の理由のない場合には、廃止され

たものとする旨申請者に承知させること。 

(七) 巡回診療を行なうにあたつては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、か

つ、清潔を保持するよう留意させること。 

二 巡回診療が病院又は診療所の事業として当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行なわれる

場合 

(一) 新たに診療所開設の手続を要しないものとするが、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提

出を求めること。 

これを変更したときも同様とすること。 

ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地 

イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地 

ウ おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並びに各場所毎の医師又は歯科

医師である実施責任者の氏名及び診療を担当する医師又は歯科医師の氏名及び担当診療科目を記し

た実施計画 

エ 診療を行なおうとする科目 

オ 巡回診療実施の目的及び維持の方法並びに診療報酬の徴収方法 

カ 移動診療施設を利用する場合は、その構造設備の概要 

キ 当該病院又は診療所の開設者が公益法人等である場合には定款又は寄附行為 

(二) (一)のウに記した医師又は歯科医師である実施責任者をして当該病院又は診療所の管理者の指揮

監督のもとに医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に則つて巡回診療を管理させるこ

と。 

(三) 巡回診療の実施に関しては、医療法施行令第四条又は第四条の二第一項若しくは第二項の規定に

基づく許可又は届出を要しないものとして差し支えないこと。 

(四) 巡回診療を行なうにあたつては衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、
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清潔を保持するよう留意させること。 

三 巡回診療が、病院又は診療所の事業として行なわれる場合であつても、当該病院又は診療所が巡回

診療を行なう都道府県内に所在しない場合 

一と同様の取り扱いとすること。 
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3.4 住民接種対象者数試算表（東京都福祉保健局提供資料） 

 

A 人口統計より

％ 区市町村人口（A）÷東京都人口約1350万人×100

試算方法等試算方法等試算方法等試算方法等

B

C

D 母子健康手帳交付者数

E （B）＋（C）＋（D）

F 1歳児未満は接種不可

Ｇ
1歳児未満は接種不可のため、その保護者が対象となる

1歳児未満人口（Ｆ）×２人（保護者を２人と仮定）

H

I

J

K

L （Ｇ）＋（H）＋（I）＋（J）＋（K）

M
区市町村総人口（A）－①医学的ハイリスク者数（E）

－1歳児未満（Ｆ）－②小児数（L）－④高齢者数

（O）

N 人口統計

O （E）＋（L）＋（M）＋（N）

小計

③成人・若年者③成人・若年者③成人・若年者③成人・若年者

概算概算概算概算

小計

平成23年度患者調査東京都集計結果をもとに

　入院患者数：106,000人

　外来患者数：826,000人

当該区市町村と東京都との人口比で推計

①医学的ハイリスク者①医学的ハイリスク者①医学的ハイリスク者①医学的ハイリスク者

内訳

基礎疾患をもつ者

（入院患者）

基礎疾患をもつ者

（通院患者）

妊婦

（試算表１）区市町村に住所を有する者の概算表（試算表１）区市町村に住所を有する者の概算表（試算表１）区市町村に住所を有する者の概算表（試算表１）区市町村に住所を有する者の概算表

②小児②小児②小児②小児

（1歳児未満）

小学生

中学生

高校生相当

区市町村総人口

都全体に占める人口比（％）

対象者対象者対象者対象者

人口統計

④高齢者（65歳以上）④高齢者（65歳以上）④高齢者（65歳以上）④高齢者（65歳以上）

合計合計合計合計

内

訳

1歳児未満の保護者

1歳～就学前
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試算方法等試算方法等試算方法等試算方法等

P 介護保険等の在宅サービス提供状況より試算

 （公立・公的病院）

 （大学附属病院）

 （400床以上病院）

  有床診療所

Q

R

介護保健施設

  介護老人保健施設

S

  養護老人ホーム

  軽費老人ホーム

  有料老人ホーム

T

U

V （R）＋（S）＋（T）＋（U）

試算方法等試算方法等試算方法等試算方法等

（ア）

会場での集団的接種ではない者を総人口から引く。

総人口（A）－基礎疾患を持つ者（入院患者）（B）－

訪問接種対象者の合計（P）

（イ） （表２）訪問接種対象者の合計（P）

（ウ） （表３）施設での集団的接種の合計（V）

（ェ） 地域（ア）＋訪問（イ）＋施設（ウ）

接種会場候補として、内訳を細分している。

対象者数は、小計に病床利用率80.3％（平成22年）を

掛けたものを用いる。

  指定介護老人福祉施設

 （その他病院）

小計

対象者数（Ｑ×0.803）

施設数施設数施設数施設数

医療機関

  障害児入所施設

  障害者支援施設

小計

（試算表３）施設での集団的接種が想定される者の概算表（試算表３）施設での集団的接種が想定される者の概算表（試算表３）施設での集団的接種が想定される者の概算表（試算表３）施設での集団的接種が想定される者の概算表

施設の種類施設の種類施設の種類施設の種類
概算概算概算概算

試算方法等試算方法等試算方法等試算方法等
定員定員定員定員

接種の種類接種の種類接種の種類接種の種類

接種対象者の総数

概算概算概算概算

小計

老人福祉施設

障害者福祉施設

小計

合計

地域での集団的接種

訪問による接種

施設での集団的接種

（試算表４）接種対象者の総数（試算表４）接種対象者の総数（試算表４）接種対象者の総数（試算表４）接種対象者の総数

対象者対象者対象者対象者

在宅療養者

（試算表２）訪問接種の対象者（在宅療養者等）の概算表（試算表２）訪問接種の対象者（在宅療養者等）の概算表（試算表２）訪問接種の対象者（在宅療養者等）の概算表（試算表２）訪問接種の対象者（在宅療養者等）の概算表

概算概算概算概算
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区市町村立

幼稚園

小学校

中学校

区市町村立以外

幼稚園

小学校

中学校

  高等学校

  養護学校

  高等専門学校

a

  保育所

  認証保育所

  認定こども園

b

  助産施設

  乳児院

  母子生活支援施設

  児童養護施設

c

  救護施設

d

e （a）＋（b）＋（c）＋（d）

小計

  保育施設

小計

（試算表５）（参考）その他、施設での集団的接種の可能性がある施設の基礎資料（試算表５）（参考）その他、施設での集団的接種の可能性がある施設の基礎資料（試算表５）（参考）その他、施設での集団的接種の可能性がある施設の基礎資料（試算表５）（参考）その他、施設での集団的接種の可能性がある施設の基礎資料

施設の種類施設の種類施設の種類施設の種類
概算概算概算概算

試算方法等試算方法等試算方法等試算方法等
施設数施設数施設数施設数

教育施設

当該区市町村の住民か否かのあたりがつけられるた

め、設立者別で試算

小計

定員定員定員定員

合計

  保護施設

小計

児童福祉施設等
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3.5 住民接種（集団的接種）実施に市町村で必要な医師数の算定の例（出典：平成 25 年度厚生労働

科学研究「新型インフルエンザ等発生時の市町村におけるワクチンの効率的な接種体制のあり方の検

討」報告書（準備中） 研究代表者 独立行政法人国立国際医療研究センター 和田耕治） 

 

住民接種を（集団的接種）を実施するにあたり確保すべき医療従事者数を算定する必要がある。医療

従事者の中でも予診等を行う医師の確保が特に重要だと考えられるため、ここでは市町村で必要な医師

数の算定例を示す。 

 

1. ワクチン供給量の前提 

 現在、新型インフルエンザ発生後、ワクチン製造用のウイルス株が決定されてから 6 ヶ月以内に全国

民分のパンデミックワクチンを国内で製造することが計画されている。表 1にワクチン供給量の前提を

示した。 

細胞培養であっても製造には約 4ヶ月程度を要すると考えられている。また、ワクチン製造工場から

出荷されて市町村に届くまでに約 2週間かかる。そのためワクチン株が決定されてから 4 ヶ月半後に１

回目のワクチンが市町村に入荷されるであろう。その後、6回に分け（100%/6回=１回あたり 16.7%分）

2 週間毎に出荷されることが想定されるため、ワクチン株決定後 6 ヶ月後半に出荷されたものがワクチ

ン株決定後の 7 ヶ月目の前半に市町村に入荷され住民全員分のワクチンが届くこととなっている。 

 

表 1. ワクチン供給量の前提  

ワクチ

ン株決

定から

の月数 

前半 

(2 週間) 

/ 

後半 

（2週間） 

状況 

全国民を

分母とし

た場合の

出荷量

(%) 

全国民を

分母とし

た場合の

延べ出荷

量(%) 

1 前半 
ワクチン株の

決定   

          

4 前半 
  

  後半 1回目の入荷 16.7 16.7 

5 前半 2回目の入荷 16.7 33.4 

  後半 3回目の入荷 16.7 50.1 

6 前半 4回目の入荷 16.7 66.8 

  後半 5回目の入荷 16.7 83.5 

7 前半 6回目の入荷 16.7 100 

 

2. ワクチン接種を市町村で完了するまでの期間 

 ワクチンが供給されている以上は市町村全員への接種は速やかに行われるべきである。 

2 回の接種を原則として検討を行う。また、2回目の接種は 1 回目の接種の後 1 から 3 週の間隔をお

くと想定されていることから、ワクチン株決定後 7 ヶ月目の前半に接種した人が 2回目の接種を完了す

るまでに 3 週間追加でかかることを考慮すると 8 ヶ月目の前半までに全市町村民が 2回の接種をするこ

とが期待される。つまり、接種はワクチン株決定後の 4 ヶ月目後半から 8 ヶ月目前半までの 4 ヶ月（120

日）で最短で住民全員に接種を行うことを想定する。 
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3. 人口１万人あたりの接種に必要な医師数 

 1日あたりの接種提供時間を 7 時間とし、医師 1人を含む接種チームが 1 時間あたりに予診・接種を

行う対象者を 30人とすると 1日当たり医師 1人を含む接種チームは 210人接種することができる。 

人口１万人あたり 90%に対して集団的接種を行うと仮定すると 9,000 人が対象となる。2 回接種が原

則のため合計で 18,000回の接種が必要になる。そのため 18,000回を医師 1人を含む接種チームが 1日

に接種できる人数の 210人で割ると、１万人あたり 85.7人分の医師の勤務が必要となる。 

 

1日あたりの接種提供時間 7 時間 

       

1 時間あたりの接種対象者数 30 人 

        

1日あたりの接種人数 210 人 

        

18000回の接種に必要な医師数 

(18,000/210=85.714) 
85.7 人 

 

4. 市町村の人口規模に合わせた 1日あたりの必要な医師数 

 先の想定は 1 万人あたりであったが、例えば人口規模が 5 万人、20 万人、100 万人であった場合に必

要となる医師数はそれぞれ 5 倍、20 倍、100 倍となる。住民全員に接種をするには 4 ヶ月間（120日）

を目安に実行することが必要であることから 120日で割ると１日あたり必要な医師数が算定できる。 

 

市町村の全体の人口 5 万人 20 万人 100 万人 

                

市町村で接種機会の提供が必要な延べ医師数 428.5 人 1714.0 人 8571.4 人 

(85.7日にそれぞれの人口〇万人単位で掛け合

わせる)  
            

接種を行う期間（120日） 120 日 120 日 120 日 

                

1日あたり必要な医師数 

(市町村全体で接種機会の提供が必要な延べ日

数を 120日で割る) 

3.63.63.63.6    人人人人    14.314.314.314.3    人人人人    71.471.471.471.4    人人人人    

 

 5万人規模であれば市町村で接種機会の提供が必要な延べ医師数は 85.7人に 5を掛けて 428.5人と算

定される。120 日で接種を完了するとすれば 428.5 人を 120 日で割り 3.6 人と算定される。つまり、5

万人規模であれば 1 日平均 3.6 人の医師を確保して接種事業を行うと、120 日で人口の 90%に集団的接

種が可能である。 

 同様に 20 万人規模であれば 1日あたり 14.3人の医師が確保されると 120日で人口の 90%に集団的接

種が可能である。 

    上記人数の医師を確保した上で、上記人数の医師を確保した上で、上記人数の医師を確保した上で、上記人数の医師を確保した上で、1111会場あたり会場あたり会場あたり会場あたり2222人の医師を配置し人の医師を配置し人の医師を配置し人の医師を配置し2222列の接種チームを編成するのか、列の接種チームを編成するのか、列の接種チームを編成するのか、列の接種チームを編成するのか、

1111 会場あたり会場あたり会場あたり会場あたり 3333 人の医師を配置し人の医師を配置し人の医師を配置し人の医師を配置し 3333 列の接種チームを編成するのか等は、市町村全体での会場数や各会列の接種チームを編成するのか等は、市町村全体での会場数や各会列の接種チームを編成するのか等は、市町村全体での会場数や各会列の接種チームを編成するのか等は、市町村全体での会場数や各会

場の大きさ、住民の数など、地域の実情に応じて検討すべきである。場の大きさ、住民の数など、地域の実情に応じて検討すべきである。場の大きさ、住民の数など、地域の実情に応じて検討すべきである。場の大きさ、住民の数など、地域の実情に応じて検討すべきである。    

    なお、なお、なお、なお、1111 つの接種チームは、予診を行う医師つの接種チームは、予診を行う医師つの接種チームは、予診を行う医師つの接種チームは、予診を行う医師 1111 人に加え、接種を行う看護師人に加え、接種を行う看護師人に加え、接種を行う看護師人に加え、接種を行う看護師 1111 人、薬液充填及び接種人、薬液充填及び接種人、薬液充填及び接種人、薬液充填及び接種
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補助を担当する看護師（または、薬剤師）補助を担当する看護師（または、薬剤師）補助を担当する看護師（または、薬剤師）補助を担当する看護師（または、薬剤師）1111 人を基本として構成することが考えられ人を基本として構成することが考えられ人を基本として構成することが考えられ人を基本として構成することが考えられる。そのため、看る。そのため、看る。そのため、看る。そのため、看

護師については、医師の約護師については、医師の約護師については、医師の約護師については、医師の約 2222 倍の人数が必要であると算定できる。事務職員については、会場規模や対倍の人数が必要であると算定できる。事務職員については、会場規模や対倍の人数が必要であると算定できる。事務職員については、会場規模や対倍の人数が必要であると算定できる。事務職員については、会場規模や対

象者の人数等を考慮して、必要人数を算定し、確保する。象者の人数等を考慮して、必要人数を算定し、確保する。象者の人数等を考慮して、必要人数を算定し、確保する。象者の人数等を考慮して、必要人数を算定し、確保する。    

人口約 20 万人の関東の某市においては、地元医師会の会員数 230人、内科医会 50人、小児科医会 30

人とのことであった。1 週間（7日）あたり内科医・小児科医が全員関わった場合に 80*7=560人の勤務

日が確保される。必要な医師数が 14.3 人とすると 1 週間（7 日）では延べ 100 人・日(14.3*7=100.1)

の勤務が必要である。100を 560で割ると 17.9%であるため、内科医・小児科医の医師会員の 17.9%の関

与が必要となる。当然ながら通常の診療だけでなく、新型インフルエンザ等の患者への対応も求められ

る。そのため内科医や小児科医だけではなく、他科の医師の協力を得る必要があると考えられる。また、

医師の確保については、医師会のほかにも、病院勤務医、研究職についている医師、健診業務に従事し

ている医師に協力を求める取組みも考えられる。 

看護師等の確保については、病院･診療所勤務の看護師に加え、離職している看護師、養成機関や研

究機関に属している看護師、健診業務に従事している看護師等に協力を求めるとともに、看護協会等の

関係団体にも協力を求める取組みも考えられる。 

なお、今回の想定はワクチンを入手しながら最短の 4 ヶ月間に市町村民の 90%に集団的接種という最

も急いだ場合の対応での想定である。実際には接種を希望しない者や、接種回数の変更などにより接種

対象人数が少なくなることで必要な医療従事者も減る可能性がある。 
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3.6 検討体制 

 本手引きは以下の体制により検討を行った。 

 

図表 11 検討会名簿（敬称略） 

氏名 所属・職名 

荒田 吉彦 北海道庁 保健福祉部 技監 

石田 光広 稲城市 福祉部長 

◎岡部 信彦 川崎市 健康安全研究所 所長 

角田 徹 東京都医師会 理事 

佐々木隆一郎 長野県 飯田保健所 所長 

館石 宗隆 札幌市 保健福祉局 医務監 

田辺奈緒子 桶川市 健康福祉部 健康増進課 課長 

平岡真理子 川崎市 健康福祉局 健康安全部 感染症担当課長 

本間  恵 鎌ケ谷市 健康増進課 副主幹 

 前田 秀雄 東京都 福祉保健局 技監 

山﨑 初美 神戸市 保健福祉局 健康部 健康危機管理対策担当課長 

◎分担研究者（研究会座長） 

 

事務局 株式会社三菱総合研究所  

オブザーバー 和田耕治 独立行政法人国立国際医療研究センター国際医療協力局（研究代表者） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


